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①件  名 

 

石巻市地域包括ケア推進協議会規約の一部改正について 

 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

  平成３０年４月に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律によ

り社会福祉法の一部が改正され、地域共生社会の実現に向けた地域づくり・包括的な支援体制の整

備に努めることや、地域福祉計画の策定が努力義務となり、福祉の各分野における共通事項を定め、

上位計画として位置付けることとなった。 

 

【目的】 

地域福祉と地域包括ケアシステムの構築を一体的とした地域福祉計画を策定することで、地域共

生社会の実現に向けた次世代型地域包括ケアの推進に取り組む環境整備を図る。 

 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第４条、第１０６条の３第１項、第１０７条第１項 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 石巻市総合計画実施計画 

  第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

   第１節 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する 

１ みんなで支えあう地域づくりを推進する 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成２５年１０月  石巻市地域包括ケア推進協議会設立 

     「新しい東北先導モデル事業」契約締結 

 平成２６年 ２月  石巻市地域包括ケアシステム推進計画基本構想策定 

 平成２７年 ２月  石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画策定 

 平成３０年 ７月  第２期石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画策定 

 令和 元年 ８月  第２回石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議において石巻市地域包括ケ

ア推進協議会の組織見直しに係る方針案が了承された。 

 令和 ２年１２月  第１回石巻市地域包括ケア推進協議会において本協議会規約の一部改正案が

了承された。 

 

⑤主な内容 

  

 １ 石巻市地域包括ケア推進協議会規約を一部改正し、地域包括ケアシステム推進計画の立案に関

する事項を削除する。 

 

 ２ 第２期石巻市地域包括ケア推進実施計画の期間を令和３年度まで１年度延長し、令和４年度か

らは、第４期石巻市地域福祉計画に地域包括ケア推進実施計画を包含する。 

 

 

 

資料１ 



 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

 市の計画に包含することで、福祉政策の分野別計画においても地域包括ケアの理念と実践が推進さ

れる。 

 

 

【市財政への負担】 

 なし 

 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

県内には、民間組織として、地域包括ケア推進実施計画を策定している自治体はない。 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

 令和２年１２月 石巻市地域包括ケア推進協議会規約の一部改正（本日提案分） 

 令和４年 ３月 第４期石巻市地域福祉計画策定予定 

⑨その他 

 

 なし 

 

 


